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    2018 年 2 月 

 

★ ２０18 年度 活動計画 ★ 

 

1 総 会 1 月 21 日（日）１3:30～15:00 

2 機 関 紙 発 行 １63 号～168 号 

3 AMUZA KUNVENO 6 月 2 日（土）  <担当:ひだまり荘グループ> 

4 八 ヶ 岳 合 宿 9 月 8 日（土）～9 日（日）<担当:土曜グループ>   

5 ZAMENHOF 祭 １２月 1 日（土） <担当:ひだまり荘グループ> 

6 学習会 毎火曜日  10:00～11:30 ひだまり荘 

毎土曜日 14:00～16:30  町田市生涯学習センター 

毎月２回  13:30～15:30  町田市生涯学習センター 

７  各種行事への参加 世界大会、日本大会、合宿 等 

8    その他 広報誌への掲載 

  

 

★役 員（任期は 2017、2018 年）   ★事務局担当 

 

・会 長 木村護郎クリストフ      ・事務局長 久場俊男 

・副会長 上農百合子、木島健治   ・連絡員  河合計井子 

・会 計 山本美郷        ・編集員  永木正子、早川吉則 

・監 査 鳥居房子            ・HP 管理 桐山雅昭、永木正子 

 ・ML 管理 桐山雅昭 
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議題 1 2017 年度活動報告 事務局より説明後、以下のとおり承認。 

１ 総    会  1 月２９日(日) 13:30～15:00 町田市生涯学習センター 

 参加者 9 人 明石、上農、柿谷、河合、木村、桐山、高垣、鳥居、永木      

２ 機関紙発行  ６回 15７号～162 号    

３ AMUZA KUNVENO  ６月 3 日(土)  13：30～16：45 町田市生涯学習センター 

  参加者 １5 人 明石、上農、河合、木島、桐山、クーヴェ、久場、鳥居、永木、山本、米山、 

会員外 2 人、ゲスト:s-ro KAWABATA Yuto, s-ino Fanny Karin KAWABATA Tjader 

４ 八ヶ岳合宿 ９月９日（土） 13：30～１0 日(日) 11：30 八ケ岳エスペラント館 

参加者 １０人  明石、上農、木島、桐山、久場、鳥居、永木、山本、米山 

               ゲスト:大庭篤夫氏(東京エスペラントクラブ) 

５ ZAMENHOF 祭 １２月９日(土) 13:30～16:45 町田市生涯学習センター 

参加者 １２人 明石、上農、河合、桐山、クーヴェ、久場、鳥居、永木、早川、山本、会員外 1 人 

             ゲスト:堀泰雄氏(群馬エスペラント会)  

６ 学習会 

 毎火曜日 10:00～11:30 ひだまり荘 (明石、河合、久場、鳥居、永木) 

             輪読「Cikatro de Amo」「GEMVERKOJ DE Higuĉi Iĉijou」、歌、 

「やさしい作文」、「krucvorto」、「Lasta Novaĵo de Japanio」 

毎土曜日 14:00～16:30 町田市生涯学習センター (上農,桐山,クーヴェ、永木,実沢,山本) 

        会話、輪読「IDOJ DE LA IMPERIO」「Ĉirkaŭ la mondo dum 

okdek tagoj」  

毎月２回 13:30～15:30 町田市生涯学習センター (金子、渡辺、講師:上農) 

         「エスペラント会話教室 」、輪 読 「Kumeŭaŭa」「 IVAN LA 

MALSAĜULO」 

７ 各種行事への参加 

➀世界大会 7 月ソウル（韓国）参加者 3 人（上農、永木、山本)  ②日本大会 11 月横浜市 参

加者 9 人（明石、上農、木村、桐山、久場、鳥居、永木、原田、山本) ③ILEI 7 月釜山(韓国） 参加者

1 人(上農) ④関東大会 5 月調布市 参加者１人(上農) ⑤Nur-esperanto-kunvivado 8 月

八ケ岳 参加者 2 人（上農、桐山) ⑥セミナリーオ 5 月名古屋 参加者 1 人(上農) ⑦グローバ

ルフェスタ １０月台場 参加者 4 人（上農、桐山、クーヴェ、原田) ➇Verda Lernejo １月バンコ

ク(タイ) 参加者１人(上農)、➈九州大会 ９月長崎市 参加者１人(上農) 

８ 外国人との交流 

(1) ５月３０日（火）10:00～11:30  ひだまり荘 

参加者 ６人 S-ino KIM Onnuri(Onia) （韓国）、明石、上農、河合、久場、鳥居 

第 29 回町田エスペラント会総会は、1 月 21 日(日)町田市生涯学習センタ

ーにおいて開催され、2017 年度活動報告及び決算報告について承認され、

新年度の活動計画及び予算、会則改正等について決議されました。 
出席者 : 明石、上農、河合、木島、木村、クーヴェ、高垣、鳥居、永木 9 人 
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(2) １０月３０日（火）10:00～11:30  ひだまり荘 

参加者 ８人 S-ro Ronald Schindler（ドイツ）、明石、上農、河合、久場、鳥居、永木、会員外１人 

９ その他   

(1)  Plena Rondo 上映会 １０月２１日（土）10:00～12:00  せりがや会館 

参加者１８人 明石、上農、木島、木村、桐山、久場、鳥居、永木、原田、会員外 9 人 

(2)  広報紙への掲載 

     町田市広報紙「広報まちだ」及び地域情報紙「ショッパー」 

 

議題２ ２０１７年度決算報告 事務局より説明、意見交換後以下のとおり修正し承認。 

・10 月に開催した映画会については、DVD 代と広報経費を会員２名からそれ

ぞれ負担するとの申し出があり、会場経費のみを会計から支出したが、行

事費差額を負担経費の一部に充てる提案が出され、以下のとおり修正し承

認された。修正前の金額は、行事費決算額 4,600 円、差額 10,400 円。  

・予算を超える支出が必要になった場合、会長と事務局の判断で特別会計から支

出できるようにする意見も出たが、会員の意見も聞きながら来年度の総会で今後

の扱いについて決めることとした。 

※DVD「Plena Rondo」は経費を負担した木村会長が所有していますので、まだ見

ていない方等貸し出しを希望される方は事務局にご連絡ください。 

1 収入の部                                     会員数 20 名 

費 目 予 算 決 算 差 額 備     考 

繰越金 43,217 43,217 0  

会  費 40,000 38,000 △2,000 19 名分 

雑収入 2,000 11,553 9,553 
寄付 10,000 円、八ヶ岳合宿残金寄付

517 円、JEI 図書払戻 1,036 円 

合  計 85,217 92,770 7,553  

2 支出の部 

費 目 予 算 決 算 差 額 備     考 

機関誌 20,000 13,819 6,181 郵送費 11,619 円、印刷代等 2,200 円 

事務費 5,000 1,367 3,633 事務用品代、コピー代 

行事費 15,000 15,000 0 会場使用料、映画 DVD 代等 

交流費 30,000 34,499 △4,499 講師謝礼金等 

ＪＥＩ会費 2,000 2,000 0  

予備費 13,217 0 13,217  

計 85,217 66,685 18,532  

次年度へ繰越  26,085   

合  計 85,217 92,770   

特別会計 190,997 円  退会者 柿谷 功 様                      
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議題 3 ２０１８年度活動計画 事務局より説明後、１ページ記載のとおり、日程(予定)

と役割分担を決定。 

・八ケ岳合宿は、エスペラント通信講座の藤巻謙一さんに講師を依頼する。 

※総会後、９月８日～９日の日程で藤巻さんから了解を得ました。 

 

議題 4 ２０１８年度予算 事務局より説明後、以下のとおり決定。 

1 収入の部                        2 支出の部           会員数 19 名 

費 目 予 算 備 考 費 目 予 算 備 考 

繰越金 26,085  機関誌 20,000 163～168 号 

会  費 

 

38,000 19×2,000 

 

事務費 5,000 通信費 

行事費 5,000 開催経費 

交流費 30,000 謝金等 

ＪＥＩ会費 2,000  

雑収入 2,000  予備費 4,085  

合 計 66,085  合 計 66,085  

 

議題 5 会則改正 事務局より説明後、6～7 ページ記載案のとおり決定。 

・ 改正理由: 郵政民営化以前に特別会計として郵便局に預けていた定額預金が

満期を迎えたが、新たにゆうちょ銀行の口座を開設するにあたり、任意団体であ

ることを証明する規約に、設立年月日及び団体の所在地の記載が必要との指摘

を受けた。 

・ 改正項目: 第８条関係 役員の職務を追加、第 10条関係 会の所在地を追

加、附則を追加し、設立年月日と施行日を記載。   

 

議題 6 役員及び事務局担当の変更 事務局より説明、意見交換後１ページ記載の

とおり決定。 

 ・ 監査に鳥居房子さんを新たに選出。他の役員は変更なし。任期は２０１８年度末

まで。 

 ・ ホームページ及びメーリングリスト管理を桐山雅昭さんが新たに担当。 

※管理者変更に伴い、桐山(kirichan)さんから会員宛に、メーリングリスト「町田エス

ペラント会」への招待状を送りますので、会員のみなさんは参加メールを返信して

ください。手続き完了後、これまで使用していた ML(管理者柿谷氏)は削除します。 
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議題 7 その他 

・ 横浜エスペラント会から交流の申出がきている旨の報告があり、当面は、双方の会

員が参加可能な事業等の情報交換を行うこととした。連絡担当は鳥居さん。 

・ 財政について、会費の値上げは事業に参加していない会員の賛成が得られにくい

と思われることから、事業費確保策として、各事業毎に参加費を取る方法などにつ

いても今後の検討課題とすることになった。 

・ 会員名簿について、出席者から配布の要望があったが、個人情報保護の観点から

配布していない。 

※平成２９年５月３０日に改正個人情報保護法が全面施行され、すべての事業者が

対象となりました。会員名簿の配布を行う場合は会員の同意が必要となります。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

 

 

[第 103 回世界エスペラント大会] 

・月 日 ７月２８日(土)～８月４日(土) 

・場 所 リスボン(ポルトガル) 

・主 催 世界エスペラント協会 https://uea.org/ 

 

 [第 2 回日韓合同開催エスペラント大会(第 105 回日本エスペラント大会)] 

・月 日 10 月 12 日(金)～14 日(日) 

・場 所 奈良県文化会館(奈良市) 

・主 催 一般財団法人日本エスペラント協会  http://www.jei.or.jp/ 

社団法人韓国エスペラント協会 、一般社団法人関西エスペラント連盟  

 

[エスペラント集中セミナー・2018] 

・月 日 6 月 23 日(土)～24 日(日) 

・場 所 国立女性教育会館(埼玉県嵐山町) 

・主 催 一般財団法人日本エスペラント協会   

 

[第 43 回スキー合宿] 

・月 日 3 月 2 日(金)～3 月 4 日(日) 

・場 所 ロッジスガノ(山形市蔵王温泉) 

・主 催 山形エスペラントクラブ fax 0237-84-4139 

  

他団体の事業案内 

http://www.jei.or.jp/
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町田エスペラント会会則 改正案 (下線部分を追加) 

 

第一章 総則 

第 1 条（名称）  

本会は町田エスぺラント会と称し、Ｅｓｐｅｒａｎｔｏ－ｋｌｕｂｏ ｄｅ Ｍａĉｉｄａ と表す。 

第 2 条（目的） 

本会は、会員のエスぺラント語学力の向上発展に寄与し会員相互の親睦を図るととも

にエスぺラントの普及と、あわせて地域や世界エスぺラント界の個人、団体と密接な連携

をもち積極的に協力する。 

第 3 条（事業） 

本会は前条目的を達成するため次の事業を行う。 

1. 講習会、例会、ザメンホフ祭等の主催 

2. 機関紙の発行 

3. その他・各種行事への参加 

第二章 会員 

第 4 条（会員） 

本会の会員は正会員と特別会員とする。 

1. 正会員は本会の趣旨、目的に賛同する者とする。 

2. 特別会員は本会と特別の関係にある者で総会で認めた者とする。 

第 5 条（入会） 

本会に入会を希望する者は会費を添えて会長に申し込むものとする。 

第 6 条（会費） 

正会員は別に定める会費を納入しなければならない。 

2 すでに納入した会費は返還しない。 

第 7 条（退会） 

退会しようとする者は会長にその旨を届け出るものとする。 

2 会員が次のいずれかに該当したときは役員会の決議により退会させることができる。 

1. 本会の趣旨、目的に著しく反した行為があったとき。 

2. 2 年にわたり会費納入を怠ったとき。 

第三章 役員 

第 8 条（役員） 

本会には次の役員をおく。 

1. 会長 1 名 

2. 副会長 若干名 

3. 会計 1 名 

4. 監査 1 名 

２ 会長は、会務を総括し、会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。 
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４ 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。 

５ 監査は、会の財産や業務執行の状況を監査する。 

第 9 条（役員の任期） 

本会の役員の任期は 2 年とする。ただし、再任はさまたげない。 

第 10 条（事務局の設置及び所在地） 

本会の事務を処理するため事務局を設ける。 

2. 事務局は会員連絡、機関紙発行及び各種行事担当からなる。 

3. 事務局長は会長が任免する。 

4. 事務局長宅を本会の所在地とする。 

第 11 条（総会） 

総会は定期総会と臨時総会とする。 

2． 定期総会は毎年春に開催する。 

3． 総会は会長が招集する。 

第 12 条（総会の議決事項） 

総会は次の各号にあげる事項を決議する。 

1. 事業計画及び収支予算 

2. 事業報告及び収支決算 

3. 会則の変更 

4. その他本会の運営に重要な事項 

第 13 条（総会の決議） 

第 12 条の総会の議決は出席会員の過半数で決する。 

第五章 会計 

第 14 条（会計） 

本会の会計は一般会計及び特別会計とする。 

2. 特別会計は特定の事業を行うため特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会計

とは区別して行う。 

第 15 条（会計年度） 

会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わるものとする。 

第 16 条（経費） 

本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

第 17 条（報告承認） 

本会の一般会計・特別会計の収支予算は総会において決議し、事業報告及び財産目

録その他収支決算は総会に報告し承認を受けるものとする。 

   

附則 

本会の設立年月日は、1990 年 6 月 10 日とする。 

本会則は、1990 年 6 月 10 日から施行する。 

本会則は、2018 年 1 月 21 日(一部改正)から施行する。 
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★ 土曜日の学習会は、3月 24 日は生涯学習まつりのためお休みします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEBRIETO 第 163 号 2018 年 2 月 9 日発行編集・発行 町田エスペラント会編集部 

 

☆ 総会の結果をお知らせするため、予定より一月早い発行となりました。今

年度の活動計画が決まりましたので、予定に入れて参加してください。

昨年度は、映画会を世界同日上映に合わせて急遽開催しましたが、予

算内で事業を拡大することが厳しい状況になってきました。会員増、会

費値上げで収入を増やす、参加費制にして支出を削る、等々、みんな

で知恵を出し合い、会の目的を達成するためにどうするのが良いか考え

ましょう。ご意見、アイデアがありましたら、事務局までお知らせください。

来年は、町田エスペラント会発足３０周年を迎えます。特別会計を活用

して何ができるか、こちらも考えておいてください。 

☆ ＡMEBRIETO の編集は、担当が 1 人減って今年度は 2 人で、これまで

どおり 6 回発行します。協力をよろしくお願いします。(M)  

 

☆ 次号の発行は 5 月の予定です。 担当は早川さんです。 

 

★ 事務局への連絡は、河合さんまでお願いします。 

 

会 費 納 入 の お 願 い 

 

2018 年度の会費は 2,000 円です。直接会計に渡していただくか、町田

エスぺラント会の銀行口座に振り込み願います。 

 

あ と が き 

お 知 ら せ 


